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法人名 社会福祉法人ぱれっと

指摘事項 是正又は改善状況 改善時期

貴法人の評議員において、
当該年度の評議員会（４回
開催）をすべて欠席してい
る者があった。
ついては、評議員の出席が
可能な日程となるよう必要
な調整を行うとともに、名
目的・慣例的に評議員を選
任することがないよう、欠
席の続く評議員は適切なも
のへの改選を検討するこ
と。【根拠法令】社会福祉
法人審査基準３の１（３）

【是正措置】
令和 8 年度より、年度当初に評議員会
開催予定日（年 1 回）を確定し、書面
または電子メールにより全評議員へ事
前通知を行う体制とした。また、各回
の開催前に出欠確認を行い、その記録
を保存することとした。
【再発防止策】
評議員の出席状況について、連続欠席
または著しい欠席が認められる場合に
は、評議員選任・解任委員会において
適格性を確認し、必要に応じて改選を
検討する運用とした。当該検討内容に
ついては、議事録に記録する。

次回開催時是正

貴法人の理事において、当
該年度の理事会（５回開
催）を２回以上続けて欠席
している者がいた。
ついては、理事の出席が可
能な日程となるよう必要な
調整を行うとともに、名目
的・慣例的に理事を選任す
ることがないよう、欠席の
続く理事は適切な者への改

【是正措置】
理事会開催にあたり、資料を事前に送
付するとともに、欠席する理事からも
事前意見を提出できる体制を整備し
た。
【再発防止策】
理事の出席状況および関与状況につい
て定期的に確認し、理事としての適格
性を理事会において検討する運用とし
た。

次回開催より是
正



選を検討すること。【根拠
法令】社会福祉法人審査基
準３の１（３）
改選に伴う監事の選任にお
いて、理事会が監事の選任
に関する議案を評議員会に
提出するためには、現監事
の過半数の同意を得なけれ
ばならないとされている
が、議事録では監事の過半
数の同意を得たことが確認
できず、監事の同意書の徴
求もなかった。
今後、改選に伴う監事選

任においては、法令に定め
る手続きをすること。
【根拠法令】社会福祉法第
４３条第３項により準用さ
れる一般法人法第７２条第
１項

【是正措置】
当該監事改選において、現任監事の過
半数の同意を得た事実について、書面
による同意書の作成および理事会議事
録への明記が行われていなかったこと
を認める。
【再発防止策】
今後、監事の改選を行う場合には、現
任監事の過半数の同意を必ず書面で取
得する。
当該同意の有無および同意者数につい
ては、理事会議事録に明記する。
監事同意書の様式を整備し、改選時の
必須書類として運用する。

次回監事改選時
より是正

令和６年７月１６日開催の
第２回理事会の招集手続き
について、令和６年７月９
日に開催通知が発出されて
おり、開催の１週間前まで
に発出されていなかった。
今後は、理事会の招集に際
し、適切な手続きを行うこ
と。本件については、前々
回文書指摘としている。
【根拠法令】社会福祉法第
４５条第９項により準用さ
れる一般法人法第９４条第
１項

【是正措置】
当該理事会については、招集通知の発
出時期が法令で定める期間を満たして
いなかったことを認め、今後は、理事
会の招集にあたっては、開催日の 1 週
間前までに招集通知を発出することを
厳守することとした。
【再発防止策】
理事会開催日を決定した時点で、
「招集通知発出期限（開催日の 7 日
前）」を明記した管理表を作成する。
招集通知の発出日を管理表に記録し、
理事長または事務局長が期限内発出を
確認する。
やむを得ず 1 週間前までの招集が困難
な場合は、定款および関係法令に基づ
き、全理事の同意を得たうえで招集通

次回開催時是正



知省略の手続きを行い、その旨を議事
録に明記する。

令和６年８月２日に召集通
知の省略により第３回理事
会を開催しているが、理事
全員の同意が確認できず、
適切な招集通知がなされて
いなかった。
今後は、招集通知の省略を
行う際は、法令に従った手
続きを行うこと。【根拠法
令】社会福祉法第４５条第
９項により準用される一般
法人法第９４条第２項

【是正措置】
招集通知省略を行う場合には、全理事
の同意を事前に書面または電子メール
で取得することとした。
【再発防止策】
理事会議事録に、省略理由および全理
事の同意を得た旨を必須記載事項とし
て明記する運用とした。

次回開催時是正

貴法人の多額の借財につい
て、理事会の承認を受けて
いる記録が議事録に記載さ
れてなかった。また、内部
規程（クレジットカード使
用規程）を定めているが、
同様に理事会の承認を受け
ている記録が議事録に記載
されていなかった。
理事会は、法人業務執行の
決定等を決議により行う重
要な機関であり、その決議
の内容については、適切に
記録されている必要がある
ため、今後は、法令に従い
厳格な議事録作成を行うこ
と。【根拠法令】社会福祉
法第４５条の１４第６項

【是正措置】
金額を伴う重要事項については、金
額、契約相手、承認内容を議事録に明
記することとした。
【再発防止策】
議事録様式を改訂し、金額・契約内容
を記載する欄を設けることで記載漏れ
を防止する。

次回開催時是正

経理規程第３２条第１項に
おいて、会計責任者は、毎
月末日における月次試算表

【是正措置】
毎月末締めで月次試算表を作成し、
翌々月15日までに理事長へ提出する体

次回より是正



を作成し翌々月１５日まで
に理事長に提出しなければ
ならないとあるが、提出が
されていなかった。
今後は、経理規程に従

い、適切な事務処理を行う
こと。
本件については、前々回

口頭指摘としている。
【根拠法令】経理規定３２
条第１項

制を整備した。
【再発防止策】
月次処理チェックリストを作成し、作
成・提出の確認を行う運用とした。

予算の執行について、年度
途中で予算との乖離等が見
込まれる場合は、必要な収
入及び支出について補正予
算を編成するものとされて
いるが、貴法人は補正予算
を計上することなく収入及
び支出していた。
今後は、当初予算との乖離
が発生する場合、補正予算
を編成し、理事会及び評議
員会の承認を受けること。
【根拠法令】社会福祉法人
会計基準の運用上の留意事
項２の（２）定款第３１条
第１項

【是正措置】
当法人において、年度途中で当初予算
との乖離が見込まれる場合に、補正予
算を編成する手続きを行っていなかっ
たことを認める。
今後は、当初予算との乖離が見込まれ
る場合には、速やかに補正予算を編成
し、理事会及び評議員会の承認を受け
たうえで、当該予算に基づき収入及び
支出を行うこととした。
【再発防止策】
月次試算表の作成により、当初予算と
実績の乖離状況を毎月確認する。
当初予算との乖離が一定程度以上見込
まれる場合には、補正予算編成の要否
を検討する基準を設ける。
補正予算を編成する場合は、理事会及
び評議員会の承認を必須とし、その内
容を議事録に記録する。
補正予算の要否判断から承認までの流
れを内部手続として明確化し、関係者
に周知する。

次回是正

登記事項について、変更が
生じた場合、資産の総額に
おいては、会計年度終了３

【是正措置】
変更発生後 3 か月以内に変更登記を行
う体制を整備した。

次回是正



か月以内に変更登記するこ
ととされているが、変更登
記がなされていなかった。
今後は、期限を遵守し、適
切に変更登記を行うこと。
本件については、前々回、
前回と同様の指摘である。
【根拠法令】社会福祉法第
２９条組合等登記令第３条

【再発防止策】
登記事項管理表を作成し、期限管理を
徹底する。


